
小規模事業者や中小企業を応援します!!
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商工会のご案内

経営の課題解決に
役立たせて頂きます

京田辺市商工会
〒610-0334 京田辺市田辺中央4丁目3-3 CIKビル2F
TEL.0774-62-0093  FAX.0774-62-3926
E-mail  kyotanabe-sci@kyoto-fsci.or.jp
U R L  http://kyotanabe.kyoto-fsci.or.jp

【お問い合わせ】
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商工会おすすめ共済メニュー!

入会金・会費
 区　　　分 入　会　金 会　　　費
 個 人 事 業 者 3,000円 月額 1,000円

 法 人 事 業 者 5,000円 月額 1,500円
 （資本金3千万円以下）

 特　別　会　員 なし 年額 30,000円～200,000円以上
 （資本金3千万円超又は売り場面積501㎡以上）

 定　款　会　員 5,000円 月額 1,500円～5,000円
 （NPO法人・社会福祉法人・宗教法人・医療法人など）

 賛　助　会　員 3,000円～5,000円 月額 1,000円～5,000円
 （市外商工業者・サークル・教室など）

事業主の「共同経営者」も加入できます。ただし、加入できるのは個人事業主1人に対し2人まで。
※共同経営者とは、事業主と共に個人事業の経営に携わってる配偶者や後継者などで、報酬を受けている方。

□ 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
□ 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
□ 掛金は毎月1,000円～70,000円の範囲内（500円刻み）で自由に選べ、全額所得控除になります。
□ 事業資金等の貸付制度が利用できます。（担保・保証人は不要）
 地震、台風、火災等の災害時にも、貸付を受けられます。
○ 加入できる方は、常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業では5人以下）の
 個人事業主及び会社の役員

小規模企業共済 ～経営者の退職金制度～

商工会の福祉共済 全国商工会会員福祉共済
～大切な、商工会会員の皆さまだからこそ加入できる特別な制度です。

○商工会会員とその家族、従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族が対象！
○加入から共済金請求まで手続きは商工会の窓口で行えます。

「けが」傷害プラン「2,000円～4,000円」に加えて「病気」補償を追加でき、トータル「がん」補償・
シンプル「がん」補償、「生命」保障など保障も充実しております。いつもの相談窓口だからこそ安
心して相談できる商工会の福祉共済です。

商工会は、商工業の総合的改善発達を図ると共に、社会一般の福祉の増進に資する
ことを目的として、商工会法に基づいて設立されている特殊公益法人です。
商工会は、全国の市町村に約1,670が設立されており、商工業者の経営支援や地域
の活性化を図るため様々な活動をおこなっています。

コース例

「けが」の補償・傷害プラン

トータル「がん」補償
・シンプル「がん」補償

「 生 命 」保 障

共 済 金 の 例 特　　　　徴

◎月掛金プラス1,000円で「病気」
　補償の医療特約がつけられます。
◎個人賠償責任保険は2億円まで。

◎がん診断共済金は
　再発・転移も対象。
◎がん入院共済金は日数無制限。

◎年齢別の掛金設定です。
◎配当金
  （令和4年度配当率20.44％）あり。

交通事故で死亡：2,000万円
入院共済金：1日16,000円

（月払掛金4,000円コースの場合）

がん診断共済金：100万円
がん入院共済金：10,000円

死亡・高度障害共済金：
1,000万円（2口）
～6,000万円（12口）

商工会
の

メリット!!

入っ
て活かそう!!

※詳細については福祉共済パンフレットをご覧いただくか、当会にお問い合わせください。



こんな事業を行っています。商工会では、経営に係る
ご相談にお応えします。
お気軽にご相談ください。

経営者の良きパートナーとしての活用をおすすめ！

〝無担保・無保証人〟の
有利な借入をお勧め!!

◎ 常時使用する従業員が商業・サービス業は5人以下、
 製造業・その他では20人以下の法人・個人事業主の方
◎ 商工会の経営指導をを原則として6ヶ月以上受けている方
◎ 所得税・法人税・府市民税を完納している方
◎ 原則として、同一地区内で最近1年以上事業を行っている方
◎ 商工業者であり、且つ、日本政策金融公庫の融資対象業種を
 営んでいる方

労働保険の
加入手続き事務代行！

京田辺一休さんポイント

（労働保険事務組合）

事務組合へ事務処理を委託されると、
① 事務の手間が省ける

② 保険料が分割納入される

③ 事業主、役員、家族従業員も労災保険に
 特別加入することができる

　 等の特典があります。

経営上のお悩みを即解決。経営にいかしましょう！
まずはご相談ください。
【例えば】
○ お店や工場の経営診断・経営健康診断
○ 法的観点からの専門的な指導、手続き指導
○ 意匠、商標、実用新案、特許等の申請に係る指導
○ 就業規則の整備、改正等見直し等に係る指導
○ ISO取得に係る指導　etc.

専門家（エキスパート）
派遣事業
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○ 融資申込前の経営指導（事前指導）と融資実行後の経営指導（3年間、6ヶ月
 ごとの事後指導）を受けていただく必要があります。

小規模企業おうえん資金・あんしん借換資金・一般資金：0.1～0.2％引下げ
※最大引下げは保証協会の中小企業会計割引を併用した場合

～商工会等連携経営改革支援制度～

講演・講習会の開催

商工会館の利用料割引制度

経営やビジネス、IT等の講演会、
講習会、研修会等、受講できます。

税務支援・指導
○ コンピューターによる記帳代行、
 ネットde記帳導入による自計化支援。

○ 派遣税理士による確定申告等税務指導

○ 青色申告等の気軽な記帳指導

定期健康診断の実施
○ 健康維持のため、事業主や従業員の
 定期健康診断を受診し、健康チェック
 してください。

○ 健康診断受診料の一部を
 商工会が補助しますので、
 通常よりお安く受診できます。

（商工会員優遇）
～社内外研修・会議・販売などに利用できます。

本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や
行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他
人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求
が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の被害を被っ
た場合に保険金をお支払いいたします。

商工会のビジネス総合保険制度 経営安定特別相談事業
こんなお悩みありませんか？
○ 取引先が倒産して経営に大きくひびいている。
○ 仕事の受注量が減ってきた。不振の状態が長引きそうだ。
○ 融資により経営不振を切りぬけたい。
○ 赤字が解消されない。思い切った改善策を考えたい。

応援隊割引制度 ご利用のお勧め!!

商工会会員対象!
《愛称：マル経融資》

初回に限り
無料!!

相　談
無料!!

融 資 限 度 額 ： 2,000万円
返 済 期  間 ： 運転資金 7年以内
  設備資金 10年以内
利　　　　率 ： 1.09％（令和5年6月1日現在）
担保・保証人 ： 不要

小規模企業の方に事業資金を商工会の推薦により、
無担保・無保証人・低利で融資を受けられます。

要　　　件

制度の特徴

制度の特徴

保険料率の引下率

商工会の経営指導（3年間）を受けていただくことが可能な方が、
京都府融資制度を利用する場合、保証料率が引き下げられます。

従業員を一人でも雇用していれば、労働保険（雇用・労災）
に加入しなくてはなりません。労働保険の手続きが煩わしい
人、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会
労働保険事務組合をご利用ください。

○商工会会員ならではの全国制度 ○簡単な加入手続き
○保険会社からのPL関連情報の提供や事故発生時のバックアップ

○個別契約よりも格安! ○保険料は全額損金処理可能

国・府・市の各種補助金
の活用支援

倒産の恐れがある中小企業から事前に相談を受けて、経営的に見込みのある企業については関係
期間の協力を得て再建の方策を講じ、また、倒産防止が困難とみられる企業については円滑な整理
を図ることにより、企業倒産に伴う地域の社会的混乱を未然に防止することを目的としており、相談
室では、商工調停士を中心に弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士等、各分野の専門家より
構成され、万全の体制でご相談に応じております。

ご相談の秘密は厳守します。

一休さんポイント（スマートフォンアプリ）
導入による販売促進支援
各店では導入が困難なポイントカードも、

約40店の加盟店がある一休さんポイント

を導入していただくことで、顧客の囲い込

みやイベント告知がスムーズに行えます。

中小・小規模事業者の皆さんが取り組む新たな販路開拓
を支援する国の「小規模事業者持続化補助金」（上限
50万円、補助率２/3）や、京都府の「ステップアップ補
助金」（上限20万円）の活用を支援しています。


